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浜田市議会オンライン会議の運用に関する申し合わせ事項 

（令和 4 年 6月 30 日 議会運営委員会決定） 

 

１．オンラインによる方法を可能とする会議 

①常任委員会、特別委員会、議会運営委員会 

②全員協議会、政策討論会幹事会、政策討論会 

③災害等対策支援本部会議、その他協議 

 

２．オンラインによる方法での会議の開会 

次に掲げる場合にオンライン会議を開催することができる。 

①自然災害等の発生、重大な感染症の流行等により、開会する場所へ議員を参集す

ることが困難であると議長または委員長（以下、「委員長等」という）が認めると

き。 

②議員が以下のやむを得ない事由により、会議への出席が困難であると委員長が認

めるとき。 
【公務、疾病、育児、看護、介護、出産、配偶者の出産補助、その他やむを得ない事由】 

 

３．オンラインによる方法での会議参加の届出 

上記の事由によりオンラインによる方法での出席を希望する議員は、原則として、

会議開催日の前日（市の休日にあたるときは、その前日）の午前 10 時までに、オン

ライン出席とする理由及び参加する場所を明らかにして議会事務局へ届け出る。 

ただし、緊急の場合はこの限りでない。 

 

４．委員長等の参集 

オンライン会議を開会する場合は、委員長等は、円滑な議事運営を確保する観点か

ら、議会事務局職員が同席する場に参集する。なお、委員会の場合は、副委員長も参

集する。 

 

５．説明員の出席 

委員会条例第 25 条による説明員は、委員長等と同一の場所に参集してオンライン

会議に出席する。 

 

６．オンラインによる出席の確認 

議員は、あらかじめ付与されたユーザーＩＤ及びパスワードによりオンライン会議

に出席することができる。また、会議出席中は、原則音声を遮断する。 

委員長等は、開会前にオンライン出席議員の映像及び音声が正常なものかを確認す

る。開会前までに確認ができない場合、当該議員は欠席とみなす。 

 

７．オンライン出席議員の発言 

オンライン出席議員が発言する場合は、タブレット画面上に映るように挙手する。

委員長等による指名後、発言する議員自身が音声の遮断を解除し、発言する。また、

発言終了後は、音声を遮断する。 

 

８．オンライン出席議員の離席 
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オンライン出席議員は、みだりに離席（各タブレットの画面上に映らないことをい

う。）しない。離席する場合は、タブレット画面上に映るように挙手し、委員長等に申

し出る。 

 

９．オンライン出席議員の除斥 

委員長等の指示により、オンライン出席議員が除斥となる場合は、オンライン会議

から退出する。 

除斥が必要な案件の審査・調査が終了したときは、委員長等の指示により事務局職

員が、除斥となった議員へ連絡し、再度オンライン会議へ参加する。 

 

10．委員外議員の出席と発言 

委員会が説明または意見を求めた委員外議員がオンライン会議に出席する場合は、

項目３と同期日までに、オンライン出席とする理由及び参加する場所を明らかにして

議会事務局へ届け出る。 

委員外議員の出席の確認は、項目６を準用する。 

委員外議員が発言する場合は、委員外議員自身が音声の遮断を解除し、発言する。

また、発言終了後は、自身で音声を遮断する。 

委員外議員は、発言に係る議題が全て終了したときは、オンライン会議から退出す

る。 

なお、委員外議員が出席して発言の申出をする場合も、上記期日までに委員長に申

し出て、委員会で許可された場合、オンラインで出席することができる。この場合、

発言の申出は報告事項のみで 1人 1項目とし、質疑は 3回までとする（平時と同様）。 

この場合の運用は、以下のとおり。 

①委員会での許可後、会議を中断 

②事務局職員が委員外議員にユーザーＩＤ及びパスワードを送付 

③委員外議員の接続確認後、会議を再開 

④当該議題終了後、委員外議員はオンライン会議から退出 

 

11．公述人及び参考人の出席と発言 

公述人及び参考人がオンライン会議に出席する場合は、項目３と同期日までに、オ

ンライン出席とする理由及び参加する場所を明らかにして議会事務局へ届け出る。 

公述人及び参考人の出席の確認は、項目６を準用する。 

公述人及び参考人が発言する場合は、事務局職員が音声の遮断を解除する。また、

発言終了後は、事務局職員が音声を遮断する。 

公述人及び参考人は、発言に係る議題が全て終了したときは、オンライン会議から

退出する。 

 

12．紹介議員の出席と発言 

委員会が説明または意見を求めた紹介議員がオンライン会議に出席する場合は、項

目３と同期日までに、オンライン出席とする理由及び参加する場所を明らかにして議

会事務局へ届け出る。 

紹介議員の出席の確認は、項目６を準用する。 

紹介議員が発言する場合は、紹介議員自身が音声の遮断を解除し、発言する。また、

発言終了後は、自身で音声を遮断する。 

紹介議員は、発言に係る議題が全て終了したときは、オンライン会議から退出する。 
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13．動議 

オンライン出席議員は、会議規則に定める動議を提出することができる。 

オンライン出席議員が口頭もしくは文書による動議を提出する場合は、タブレット

画面上に映るように挙手する。 

オンライン出席議員が文書による動議を提出する場合は、その文書のデータを議会

事務局に送信しなければならない。 

 

14．表決及び選挙 

・表決は、オンライン出席議員の可否と会議の開催場所に出席している議員の可否

を合算し、多少を認定して行う。 

・指名推選による選挙は、オンライン会議で実施することができる。 

 

15．傍聴 

オンラインによる傍聴は、YouTube による録画配信を行っているため、原則として

行わず、会議の開催場所での傍聴のみとする。 

 

16．注意事項 

オンライン出席議員等は以下の事項に注意し、オンライン会議に出席する。 

①現にいる場所にオンライン会議出席者等以外の者を入れないよう努めること 

②会議に関係のない映像や音声が入り込まないよう努めること 

③節度ある服装でオンライン会議に出席すること 

 

17．秩序保持に関する措置 

オンライン出席議員等が、「16．注意事項」を遵守しない場合や会議の秩序を乱す

場合など委員長等の命令に従わない場合は、委員長等は、オンライン出席議員等を

会議から退出させることができる。 

 

18．議会事務局の役割 

議会事務局は、オンライン会議においてホストとなり、委員長等を補佐する。 

 

19．その他 

 ⑴ この申し合わせにない事項については、その都度議長が決定する。 

 ⑵ この申し合わせの内容は、令和 4年 6月 30日から適用する。 
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令和  年  月  日  

 

浜田市議会議長[○○委員長]          様 

 

浜田市議会議員 ○○ ○○  

 

オ ン ラ イ ン 会 議 出 席 届 

 

浜田市議会オンライン会議の運用に関する申し合わせ事項に基づき、○月○日の会議には、次

の理由によりオンラインでの出席を希望します。 

 

理  由 

 

 

参加場所 

 

 

 


